
鷺沼駅前地区再開発準備組合が再開発事業に関する 
環境アセスメント手続に着手しました 

鷺沼駅周辺では現在、民間事業者による再開発計画の検討が進められており、この度、鷺沼駅前地区
再開発準備組合が、環境影響評価（環境アセスメント）手続きに着手し、環境影響評価の項目や評価
に係る手法等を選定するための環境影響評価方法書が公告されました。 

方法書は令和元年９月２６日（木）まで縦覧されますが、これに併せて、関係地域に、準備組合から
縦覧に関するご案内が各戸配布される予定です。 
今後、準備組合による環境アセスメント手続や川崎市による都市計画手続を経て、令和３年度の工事
着手をめざし、連携した取組を推進していきます。 
また、これらの取組については、引き続き、区民の皆様の御意見を伺いながら「宮前区のミライづくりプロジェ
クト」を推進し、より良い宮前区のミライに繋がる取組を推進していきます。 

なお、環境影響評価方法書の縦覧及び評価方法等に関するご意見の提出等については、資料「（仮称）
鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に係る条例環境評価方法書縦覧に関するご案内」をご確認くだ
さい。 

概要 
〇指定開発行為の名称
（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業

〇指定開発行為者（事業内容等に関する問い合せ先） 
鷺沼駅前地区再開発準備組合
東京都渋谷区桜丘町 31番 2号 東急桜丘町ビル  電話番号：03-6222-8570 

〇公告日
令和元年８月１３日（火） 

 （※）環境アセスメントに関する説明会は、環境影響評価準備書の公告後に開催される予定です。 

添付資料
資料     （仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に係る条例環境影響評価方法書

縦覧に関するご案内 
参考資料１ 鷺沼駅前地区再開発事業の開発コンセプトについて（案） 
参考資料２ 鷺沼駅前地区再開発事業 施設計画の概要（案） 
参考資料３ 環境アセスメントに関する手続の流れ 

【問合せ先】
川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課 
担当 小池  電話 ０４４－２００－３００９

令和元年 8 月 13 日
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【参考】3F広場を介した官民連携による機能連携イメージ

・官民連携による多機能が融合し、多様な世代のライフスタイルに
　対応したアクティビティの展開を想定
・多世代が交流し、多様なコミュニティ形成に寄与する空間を目指します

・官民連携による多機能が融合し、多様な世代のライフスタイルに
　対応したアクティビティの展開を想定
・多世代が交流し、多様なコミュニティ形成に寄与する空間を目指します
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※1
意見書の提出がない場合は、環境配慮計画
書又は条例（法対象条例）準備書の縦覧終
了日の翌日から起算します。 

※2
環境配慮計画審査書の内容により、審議会
の意見を聴くことを要しない場合があります。

必要により実施します。 

公聴会
の開催 

条例準備書 
の作成

説明会の開催

条例見解書
の作成 

(45日間)公告・縦覧

条例方法審査書
の作成・公告

(45日間)

公告・縦覧

(15日間)

公告・縦覧

審 議

条例評価書
の作成 

意見書 
の提出 

(45日間)

意見書
の提出 

(45日間)

(30日間)

公告・縦覧

条例審査書
の作成・公告

条例方法書 
の作成 

審 議

意見書
の提出 

(30日間)

事後調査報告書
の作成 

(30日間)

公告・縦覧

※現在の手続
8月13日(火)公告
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第１種行為の手続（本事業で対象となる手続） 
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環境アセスメントに関する手続の流れ


